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Ⅰ はじめに 

１ 計画策定の趣旨  

 ・酒類は、祝いの場や懇親の場などで欠かせない存在として浸透しています。一

方で、酒類は依存性や致酔性といった特性を持つ嗜好品であり、不適切な飲酒の

仕方をすれば、健康への影響や様々な事件、事故等を引き起こします。 

 ・アルコール健康障害は、本人の健康問題だけでなく、その家族への深刻な影響

や飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の重大な社会問題を生じさせる危険性が高いた

め、アルコール健康障害対策は極めて重要な課題です。 

 ・このため、2014年６月に、「アルコール健康障害対策基本法」が施行され、基

本法において、地方公共団体の責務は、アルコール健康障害対策に関し、国と連

携を図りつつ、地域の実情に応じた施策を策定し、実施することとされるととも

に、計画を策定するよう努めるものとされました。 

 ・このような状況を踏まえ、本県では、アルコール健康障害対策を総合的に推進

するため、国が2016年５月に策定した「アルコール健康障害対策推進基本計画」

を基本としつつ、県の実情に即した「アルコール健康障害対策推進計画」を策定

することとしました。 

 ・本県では、この計画策定以前より、行政と民間団体が連携してアルコール健康

障害に取り組んできた歴史があります。行政団体の取り組みとしては、アルコー

ルに係る自助グループの静岡県断酒会が、1964 年に断酒互助会として誕生して

以降、県内は勿論、隣県にも支部として地域活動を活発に行ってきました。行政

との連携では、保健所での相談支援等に協力するとともに、1979 年には県の事

業により静岡県断酒会館が建設され、現在も団体としての取組のほか、県精神保

健福祉センターにおける相談支援を行っています。このほかの団体においても静

岡県小売酒販組合連合会におけるアルコール健康障害対策啓発活動等が活発に

されてきた経緯があります。これまでの個々の団体の活動を、本計画において、

各種団体のとの連携につなげ、より効果的なアルコール健康障害対策としていき

ます。 

 ・県は、この計画に基づき、国、市町、関係機関、団体と連携し、アルコール健

康障害の発生、進行及び再発の予防対策を図ることにより、富国有徳の理想郷“ふ

じのくに”づくりを目指し、誰もが健康で安心して暮らすことのできる社会の実

現に取り組んでいきます。 
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２ 計画の位置づけ、期間、基本目標 

（１）計画の位置づけ 

この計画は、アルコール健康障害対策基本法（平成25年法律第109号）（以

下「基本法」という。）第14条第1項の規定による都道府県計画として策定し

ます。 

（２）計画の期間 

   この計画の期間は、2018年度から2022年度までの５年間とします。 

（３）計画の基本目標 

   この計画は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の予防並びに当事者

及びその家族への支援の充実により、誰もが健康で安心して暮らすことのでき

る社会の実現を目指します。 

 

３ 国、地方公共団体、事業者、県民、医師等、健康増進事業実施者の責務 

  「アルコール健康障害対策基本法」では、国、地方公共団体、事業者、県民、

医師等、健康増進事業実施者の責務が定められています。 

（１）国 

   基本法の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策を総合的に策定し、

実施する。 

（２）地方公共団体 

   基本法の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策に関し、国と連携を

図りつつ、地域の状況に応じた施策を策定し、実施する。 

 （３）事業者 

   酒類の製造又は販売を行う事業者は、国及び地方公共団体が実施するアルコ

ール健康障害対策に協力するとともに、事業活動を行うに当たって、アルコー

ル健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよう努める。 

 （４）県民 

   アルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防

に必要な注意を払うよう努めなければならない。 

 （５）医師等 

   国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力し、アルコー

ル健康障害の発生、進行及び再発の防止に寄与するよう努めるとともに、アル

コール健康障害に係る良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。 

 （６）健康増進事業実施者  

   国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するよう努

めなければならない。 
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Ⅱ 本県のアルコール健康障害をめぐる状況 

 

１ アルコール依存症者 

 継続的に受療している者 入院患者数 

1,388人 568人 

 

【出典：2014年厚生労働省630調査】 

 

２ 飲酒者の状況 

 

（１）飲酒習慣のある者の割合 

 

飲酒習慣のある者＊の割合は、男性は減少傾向、女性は横ばいとなっている。 

 

表１ 飲酒習慣のある者の割合年次推移 

区 分 2003年 2008年 2013年 

男性 39.4％ 34.6％ 29.6％

女性 5.7％ 4.7％ 6.5％

 

【出典：県民健康基礎調査】 

図１ 飲酒習慣のある者の年次推移 
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＊飲酒習慣のある者：週３日以上、１回日本酒換算して１合（純アルコールで

約20g程度）以上の者 
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 （２）毎日飲酒する者の市町別マップ（政令市は区ごと） 

    

  2014 年特定健診（特定健康診査）の問診票において、「毎日飲酒」と答えた 

者の市町別に集計した結果、男性では中部地区、伊豆地区において「毎日飲酒」 

の割合が静岡県平均＊と比べて高い傾向にあり、女性では伊豆地区、政令市に 

おいて「毎日飲酒」の割合が高い。 

 

  図２ 毎日飲酒する者（男性・女性）の市町別マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊静岡県全体を基準としており、当該市町の割合が基準より大きい場合、当

該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、基準より小さい場合、静

岡県全体より低いことを示す。 

全県に比べて、有意に多い 

有意ではないが、全県に比べて多い 

有意ではないが、全県に比べて少ない 

全県に比べて、有意に少ない 
2014年 特定健診 【全県】 

毎日飲酒（男性） 

2014年 特定健診 【全県】 

毎日飲酒（女性） 
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（３） 不適切な飲酒者の状況 

 

    静岡県における生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている者の割合は、

2016年の調査では、男性が11.9％、女性8.3％となっており、2013年調査と比

較すると、男性は2.1％の減少、女性は1.8％の増加となっている。 

    また、2014 年国民健康・栄養調査によると、全国の割合は、男性は 15.8％、

女性は8.8％で、いずれも静岡県は全国平均よりも割合が低い状況となっている。 

 

表２ 生活習慣病のリスクを高める量＊を飲酒している者の割合 
全 国 

区 分 2013年 2016年 
（2014年） 

男性 14％ 11.9％ 15.8％ 

女性 6.5％ 8.3％ 8.8％ 

 

【出典 県：県民健康基礎調査、全国：国民健康・栄養調査】 

 

   2016年度の生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている人の年代別の割

合は、30歳代が男女ともに高い状況となっている。 

 

   図３ 生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている人の割合（年代別） 

10.8

19.2

11.7

14.6

6.1
5.1

11.912.7

8.3

0.0
1.6

10.4
13.0

9.1

16.4

10.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 合計

（％）

男性 女性

 
 

【出典 県：2016年度県民健康基礎調査】 
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＊生活習慣病のリスクを高める量は、１日当たりの純アルコール摂取量が 

男性40ｇ （日本酒換算で２合）以上、 

女性20ｇ （日本酒換算で１合）以上です。 

 

 

主な酒類の換算の目安 

お酒の酒類 
ウイスキー 

ビール 清酒 焼酎（25度） ワイン 
・ブランデー

500ml 180ml 60ml 100ml 200ml 酒量 

5％ 15％ 43％ 25％ 12％ アルコール度数 

20ｇ 22ｇ 20ｇ 20ｇ 20ｇ 純アルコール量 

 

【出典：厚生労働省健康日本２１、アルコール健康障害対策推進ガイドブック】 
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（４） 未成年の飲酒の状況（全国数字） 

    

全国中高生の飲酒率（経験率、月飲酒率、週飲酒率）は、男女とも減少傾向 

にある。 

 

表３ 未成年者（中学生、高校生）の飲酒割合 

区 分 2010年 2012年 2014年 

男子 10.5％ 9.6％ 7.2％
中学３年生 

女子 11.7％ 9.0％ 5.2％

男子 21.7％ 16.1％ 13.7％
高校３年生 

女子 19.9％ 16.6％ 10.9％

 

【出典：厚生労働科学研究費による研究班の調査（調査前30日間に1回でも飲酒した者の割合）】 

 

図４ 中学生、高校生の飲酒者割合の推移 
（％） 

  

【出典：厚生労働科学研究補助金「未成年者の健康課題および生活習慣に関する実態調査研究」】 
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（５） 妊婦の飲酒 

 

母子健康手帳交付時に飲酒している妊婦の割合は、2015年までは横ばいに推

移していたが、2016年に大きく減少した。 

 

表４ 母子健康手帳交付時に飲酒している妊婦の割合 
全 国 

2013年 2014年 2015年 2016年 （2014年） 妊娠中の飲酒 
4.1％ 4.8％ 4.5％ 3.4％ 4.3％

 

【出典 県：健康増進課調べ、全国：国民健康・栄養調査】 
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Ⅲ アルコール健康障害対策の基本的な考え方  

１ 基本理念 

・アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた予防対策を実施

するとともに、当事者やその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むための

支援を行うものとします。 

・アルコール健康障害対策を実施するに当たっては、アルコール健康障害が、

飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題に密接に関連することに鑑み、これらの

問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮を行います。 

 

２ 基本的な方向性 

≪発生予防≫ 

（１）正しい知識の普及及び不適切な飲酒を防止する社会づくり 

   飲酒に伴うリスクや、アルコール依存症について、正しく理解した上で、お

酒と付き合っていける社会をつくるための教育・啓発の推進及び酒類関係事業

者による不適切な飲酒の誘引を防止する取組を促進します。 

 

≪進行予防≫ 

（２）誰もが相談できる相談場所と、必要な支援につなげる連携体制づくり 

   精神保健福祉センター各保健所等が中心となり、アルコール関連問題の相談

支援の場所を確保し、幅広い関係機関や、自助グループ及び民間団体の連携に

より、適切な指導、相談、社会復帰の支援につなげる体制づくりを行います。 

（３）医療における質の向上と連携の促進 

   地域においてアルコール依存症の治療・研究・人材育成等の中心となる拠点

機関の整備を進めるとともに、アルコール健康障害への早期介入を含め、一般

医療機関と専門医療機関との連携を推進します。 

 

≪再発予防≫ 

（４）アルコール依存症者が円滑に回復、社会復帰するための社会づくり 

     アルコール依存症者の回復、社会復帰が円滑に進むよう、社会全体でアルコ

ール依存症並びに回復及び社会復帰について、理解を促進します。 

   回復、社会復帰を円滑に進めるためには、民間団体との連携は不可欠である

ことから、その活動への支援をしていきます。 

 

≪基盤整備≫ 

（５）アルコール健康障害対策に向けた体制の整備、人材の確保、調査研究等 

   アルコール健康障害対策に向けた基盤・体制を整備します。 
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３ 重点目標、重点課題及び達成目標 

  重点目標を定め、重点課題を解消するため、達成目標を設定します。 

  

 ≪重点目標≫ 

（１） 飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアルコー 

ル健康障害の発生を予防 

 

≪重点課題≫ 

① 未成年者の飲酒は、未成年者飲酒禁止法で禁止されているのにも関わら

ずゼロになっていません。また、脳の萎縮や第２次性徴の遅れ、アルコール

依存症のリスクの高まりなど、心身の発育の影響が指摘されており、健全な

心身の育成を図るため、未成年者の飲酒をゼロとすることが求められていま

す。 

② 妊婦の飲酒は、胎児性アルコール症候群（アルコールの影響で胎児に脳の

発達障害等がおこる疾患）や発育障害を引き起こすことが指摘されており、

妊娠中は飲酒をしないことが求められています。また、出産後も授乳中は飲

酒を控えることが望ましいです。 

③ 若年者は自身の飲酒量の限界が分からないことから等から、急性アルコー

ル中毒のリスクが高いとの指摘があります。女性は、男性よりも少ない飲酒

量で、生活習慣病のリスクが高くなること、また、男性よりも短期間の飲酒

でアルコール依存症を発症する傾向があることが指摘されています。 

④ アルコール依存症については、精神疾患であることが理解されず、本人の

意思が弱いだけであるなどという誤解や偏見があることで、適切な支援や治

療につながりにくくなることから、アルコール依存症に関する正しい知識を

普及させる必要があります。 

 

≪達成目標≫ 

 飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアルコール健

康障害の発生を予防し、以下の目標の達成を目指します。 

 

① 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合を、男性 10.0%、

女性6.4%まで減少させること 

② 未成年者の飲酒をなくすこと 

③ 妊娠中の飲酒をなくすこと 
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≪重点目標≫ 

（２）アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る切れ目

のない支援体制の整備 

 

≪重点課題≫ 

① アルコール健康障害については、これを予防するための早期介入の取組が

重要であると指摘されています。 

② どこに相談にいけば良いか分からず、適切な相談や治療、回復につながっ

ていないと指摘されており、地域における相談体制を確保する必要がありま

す。 

③ 相談窓口によっては、治療や回復支援を行う医療機関、自助グループや回

復施設等の情報を把握していないため、必要な支援につながっていないと指

摘されており、関係機関の情報共有が求められています。また、一般医療機

関と専門医療機関との連携が求められています。 

④ こうしたことを踏まえて、アルコール健康障害を予防するために重要な早

期介入の手法の普及や地域における相談拠点の明確化、関係者の連携体制の

構築や治療等の拠点となる専門医療機関の指定により、予防、相談、治療、

回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備を推進します。 

 

≪達成目標≫ 

 アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る切れ目

のない支援体制の整備のために、相談及び医療連携体制の構築を図ります。 

 

①地域における相談拠点の明確化 

②アルコール依存症の治療等の拠点となる専門医療機関の整備 
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Ⅳ 計画の体系 

≪基本目標≫ 

 

 

 

≪重点目標≫ 

１ 飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアルコール健

康障害の発生を予防 

２ アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る切れ目

のない支援体制の整備 

 

≪対策≫    ≪基本的な方向性≫      ≪基本的施策≫

 

 

 

発生予防 

進行予防 

教育の振興等 

不適切な飲酒の誘引の防止 

健康診断及び保健指導 

相談支援の充実 

飲酒運転等をした者に対する指導等 

アルコール健康障害に係る医療の充実等 

社会復帰の支援 

民間団体の活動に対する支援 

相談拠点の明確化、治療等の拠点の整備 

人材の確保等 

調査研究の推進等 

正しい知識の普及及び

不適切な飲酒を防止す

る社会づくり 

誰もが相談できる相談
場所と、必要な支援に
つなげる連携体制づく
り 

医療における質の向上

と連携の促進 

アルコール依存症者が
円滑に回復、社会復帰
するための社会づくり

アルコール健康障害対
策に向けた体制の整備、
人材の確保、調査研究等

再発予防 

基盤整備 

アルコール健康障害の発生、進行及び再発の予防並びに当事者及びその家族への

支援の充実により、誰もが健康で安心して暮らすことのできる社会の実現を目指

します。 
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Ⅴ 基本的施策 

１ 発生予防対策 

（１） 教育の振興等 

 アルコール健康障害は、本人の身体問題のみならず、経済的困窮、家庭不和や子

供の成長への影響といった家庭問題、社会的信用の失墜、飲酒運転といった社会的

問題等があり、社会全体の問題といわれております。 

また、アルコール依存症は、飲酒をしていれば、誰でもなる可能性がある疾患で

すが、誤解や偏見が存在しています。誤解や偏見は、本人や家族にアルコール依存

症を否認させ、医療や就労支援の場でも障壁となっていることから、社会全体にお

けるアルコール依存症の正しい理解を浸透させていくことが必要です。 

 

① 学校教育等の推進 

・学校において、飲酒が健康に与える影響等基本的な内容について理解できる

よう授業等での指導を推進します。            （健康体育課） 

・学校が実施する薬物乱用防止教室（薬学講座）等で飲酒が健康に与える影響

に関する指導を推進します。               （健康体育課） 

・大学等と連携し、大学生等の急性アルコール中毒を含む不適切な飲酒の防

止について啓発を推進します。              （障害福祉課）        

 

② 家庭における啓発の推進 

・保護者会、ＰＴＡ総会等で学校に保護者が来校する機会を捉えて未成年者の

飲酒に伴うリスクなどについて啓発を推進します。     （健康体育課） 

・高齢者の孤立からくるアルコール依存を防止するため、高齢者に対し、不適

切な飲酒の防止について啓発を推進します。        （障害福祉課） 

 

③ 職場教育の推進  

・静岡労働局等と連携して、飲酒運転の防止や急性アルコール中毒など飲酒に

伴うリスクのより一層の周知を事業者に促します。     （障害福祉課） 

・企業の経営手法である『健康経営』の視点を取り入れ、地域、事業所、家庭

における健康づくりを推進する「しずおか“まるごと”健康経営プロジェクト」

を展開しており、従業員の健康づくりを推進するため、具体的な目標を宣言す

る「ふじのくに健康づくり推進事業所」を拡大します。   （健康増進課） 

 

④ 広報・啓発の推進 

・アルコール関連問題啓発週間（毎年 11月 10 日から 16日）や未成年者飲酒

防止・飲酒運転撲滅の全国統一キャンペーン（毎年４月）等を通じて、県、市
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町、関係団体等が連携し、一般県民へ飲酒に伴うリスクに関する知識やアルコ

ール依存症に関する正しい知識の普及を図ります。     （障害福祉課） 

・静岡県交通安全対策協議会（会長：知事）が、関係機関・団体とともに実施

する交通安全運動等を通じて、「飲酒運転の根絶」に向けた啓発を行います。 

 （くらし交通安全課） 

  ・メディア等を積極的に活用し、一般県民へのアルコール依存症に関する知識

の普及を図るとともに、県のホームページにおいても普及啓発に取り組みます。 

（障害福祉課） 

 

（２） 不適切な飲酒の誘引の防止 

 アルコール健康障害の発生を防止するためには、不適切な飲酒を誘引しない社会

の形成が必要であり、これまでも国税庁において、酒類小売業者に対し法令遵守や

未成年者への酒類販売の禁止の周知がなされてきましたが、アルコール基本法を踏

まえ、より一層、地方公共団体と酒類関係団体とが連携し、社会全体で不適切な飲

酒の誘引を防止することが求められています。 

 

・静岡県小売酒販組合連合会と連携し、酒類事業者に対し、未成年者への販売

禁止の周知徹底と酒類販売管理者に対する業務研修の受講促進を図ります。 

（障害福祉課）       

・年数回行われる風俗営業の管理者講習において、管理者に対し、未成年者へ

の酒類提供の禁止について徹底を図ります。        （生活保安課） 

・風俗営業及び飲食店営業等における未成年者に対する酒類提供を認知した場

合には、積極的に事件化を図るとともに、行政処分を実施します。 

（生活保安課） 

・静岡県社交飲食業生活衛生同業組合等の関係機関と連携し、関係者に対する

指導を図ります。                    （生活保安課） 

・風俗営業所に対する立ち入り調査や風俗許可申請受理等など、あらゆる機会

をとらえ、関係者に対する指導を図ります。        （生活保安課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



２ 進行予防対策 

（１）相談支援の充実 

 アルコール関連問題においては、相談が必要となる問題の多くは先に家族に生じ

るといわれておりますが、家族の支援は医療機関で行えるとは限りません。それぞ

れのケースの必要性に応じた介入・治療の総合的な対策が必要とされております。

このことからも、相談、治療・回復支援に関する関係機関の情報共有及び連携の促

進を図るとともに、地域において、アルコール健康障害を有する者及びその家族が

適切な支援を受けられる体制の構築が必要です。 

 

・精神保健福祉センターや保健所等を中心として、アルコール健康障害を有す

る者及びその家族が分かりやすく気軽に相談できる相談拠点を明確化し、ホー

ムページ等を活用し県民に広く周知を図ります。       （障害福祉課） 

・精神保健福祉センターや保健所等を中心として、アルコール関連問題の相談

支援を行うに当たっては、地域における医療機関・行政・自助グループ等の関

係機関の役割を整理し、地域の実情に応じた連携体制を構築します。           

   （障害福祉課） 

・本人や家族等に対しては、自助グループが行う相談会や集う会等の酒害相談

活動と連携、支援していきます。             （障害福祉課） 

 

（２）健康診断及び保健指導 

アルコール依存症は、早期に治療を開始すればそれだけ治療効果があがりやすい

病気といわれております。逆に依存症になってからの治療、回復は、多くの労力を

要します。早期介入・治療につなげるためには早期発見が重要となります。そのた

めには、健康診断及び保健指導等の機会を捉え、適切な支援をつなげる必要があり

ます。 

 

  ① 地域におけるアルコール健康障害への早期介入の推進 

  ・生活習慣病のリスクを高める量の飲酒の防止を目的として、禁酒・節酒支援  

    についての研修会等を開催し、地域保健従事者の育成と資質向上に取り組みま 

す。併せて、生活習慣病のリスクを高める量の飲酒について、情報提供します。    

（健康増進課） 

・アルコール依存症が疑われる者に対しては、精神保健福祉センターや保健所

から適切な医療機関を紹介するほか、自助グループ等を紹介するなど断酒に向

けた支援を行います。                   (障害福祉課) 

 

 

15 



② 職域における対応の促進 

 ・産業保健分野の関係機関と連携し、アルコール健康障害について知識普及を

図ります。                       （障害福祉課） 

 

（３）アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 

近年、飲酒運転による重大な死傷事件が後を絶たず、社会的な問題となっていま

す。そのため法的対策により、危険運転致傷罪の制定、自動車運転過失死傷罪を規

定した刑法改正、さらには飲酒運転等の罰則強化がされてきました。飲酒運転によ

る交通事故が死亡事故につながる危険性が高いことから、これらに対する指導が必

要です。 

また、アルコール関連問題は、飲酒する当人に限らず、当人を取り巻く周囲の人々

や親の飲酒の影響を受けた胎児や子供にも広がることから、早期に介入し、相談、

治療や支援につなげる必要があります。 

 

  ① 飲酒運転をした者に対する指導等 

・取消処分講習（飲酒クラス）において、アルコール依存症のおそれのある者

に対し、相談や治療の勧奨を、引き続き実施します。     （運転免許課） 

・刑務所や保護観察所と連携し、飲酒運転事犯者に対する相談や治療につなげ

る取組を推進します。                   （障害福祉課） 

② 暴力・虐待・自殺未遂等に対する取組 

・暴力・虐待、酩酊による事故を起こした者や自殺未遂者等について、アルコ

ール依存症が疑われる場合は、精神保健福祉センターや保健所等を中心に、関

係機関が連携し、相談や支援、治療につなぐための取組を推進します。 

（障害福祉課） 

 

（４）アルコール健康障害に係る医療の充実等  

 アルコール依存症の診療が可能な医療機関は全国的にも静岡県においても充分

ではない中で、適切に相談、治療、回復支援につなげるため、医療機関・行政・自

助グループ等の関係機関との連携体制を構築していく必要があります。 

 

 ① アルコール健康障害に係る医療の質の向上 

・アルコール健康障害の医療に関する治療及び人材育成のさらなる推進を図る

ため、県の中心となる拠点医療機関を定めるとともに、圏域ごとの拠点機関の

整備を図ります。                     （障害福祉課） 
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 ② 医療連携の推進  

・拠点医療機関において、アルコール依存を含む依存症に関する取組の情報発

信を行うことや医療機関を対象としたアルコール依存を含む依存症に関する研

修などを実施することにより、一般医療機関やアルコール依存症の治療を実施

していない精神科医療機関、民間団体等の関係機関との連携を強化します。 

 （障害福祉課） 
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３ 再発予防対策 

（１）社会復帰の支援 

 アルコール依存症が回復する病気であること等のアルコール依存症者に対する

理解を進め、就労や復職における必要な支援を行うと共に、地域における自助グル

ープや回復施設と情報共有や必要な連携を行うことで円滑な社会復帰を促進する

ことが必要です。 

 

① 就労及び復職の支援 

・アルコール依存症の当事者の回復、社会復帰の支援が円滑に進むよう、アル

コール依存症が回復する病気であること等を、社会全体に啓発し、アルコール

依存症に対する理解を促します。             （障害福祉課） 

 

② アルコール依存症からの回復支援 

・アルコール依存症が疑われる者に対しては、適切な医療機関や相談窓口、自

助グループ等を紹介するなど断酒に向けた支援を行います。  （障害福祉課） 

  ・依存症からの回復のための当事者向けグループミーティングを開催します。 

                             （障害福祉課） 

・アルコール依存症者が医療機関での受診後又は退院後において、社会復帰を

視野に入れた支援（生活上の指導等や民間支援団体の紹介）に取り組みます。 

（障害福祉課） 

  

（２）民間団体の活動に対する支援 

 飲酒をコントロールできないのは意思の弱さではなく病気の症状です。コントロ

ールを失う病気であるため、自己で回復することは困難とされています。専門の医

療機関のほか、同じ目的を持った仲間の集まりである自助グループの回復支援は重

要な役割を果たしております。これら民間団体の活動を広く周知し、支援していく

ことが必要となります。 

 

・自助グループに対する支援を行うとともに、回復支援における自助グループ

の役割等を啓発します。                 （障害福祉課） 
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４ 基盤整備 

（１）アルコール依存症の相談拠点の明確化及び治療の拠点となる専門医療機関の

整備 

  ・精神保健福祉センター及び保健所を相談拠点として明確に位置づけ、相談体

制を整備するとともに、治療の拠点となる専門医療機関を整備します。 

（障害福祉課） 

（２）人材の確保等 

  ・保健、医療及び福祉等の分野に従事する支援者向けにアルコール健康障害に

対する理解や知識の啓発、対応方法習得のための研修会を開催します。 

（障害福祉課） 

（３）調査研究の実施 

・アルコール健康障害に係る実態把握に努め、施策の充実を図ります。 

（障害福祉課） 
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Ⅵ 推進体制等 

１ 関連施策との有機的な連携 

本計画に基づく施策推進にあたっては、静岡県保健医療計画及び静岡県健康増

進計画、いのち支える“ふじのくに”自殺総合対策行動計画に基づく施策との有

機的な連携により取り組むこととします。 

 

２ 推進体制 

アルコール健康障害対策の推進に当たっては、アルコール関連問題に関する

施策との連携が図られるよう、庁内関係課室等を構成員とした連絡会の場を通じ

て、相互に必要な連絡・調整を行いつつ本計画の取組を推進します。 

 

３ 進行管理 

計画を着実に推進するため、計画の目標の達成状況や施策の進捗状況について

は、静岡県アルコール健康障害対策連絡協議会において意見聴取を行い、適切に

進行管理を行います。 

また、計画に位置づけた取組の進捗状況や社会情勢の変化などを踏まえ、計画

期間が終了する前であっても必要に応じて見直しを行います。 
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平成３０年３月 

 

静岡県健康福祉部障害者支援局障害福祉課  

〒420－8601  

静岡県静岡市葵区追手町９番６号  

電話番号 ０５４－２２１－２９２０  

E - m a i l seisin@pref.shizuoka.lg.jp  

 

 

 

 

 


